
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４の基準を満たさない 

表４の基準を満たしている 

表４の基準を満たしている 

（※）表３及び表４は柴本勇、2015.   を参考に作成。 

 

 

表４の基準を満たさない 
□表３に該当項目があるand⁄or 

表４の基準を満たさない 

□表３に該当項目があるand⁄or 

医師・看護師 

医療職 

量や摂取頻度を 

調整して提供 

(１)表１“摂食嚥下障害を疑う症状”（別添）で該当項目をチェック Ｐ11  

※摂食嚥下障害以外の病気が原因と判断したものは該当項目から除く 

□表１に該当項目あり 

□表１に該当項目なし 

□表３に該当項目なしand 

(３)１段階“食形態アップ”した食物１品を入れた食事を１食⁄日提供 Ｐ12  

下記の表３及び表４で評価 

□表３に該当項目なしand表４の基準を満たしている 

❖本フローチャートは、「学会分類2021（食事）早見表」（Ｐ15参照）の段階にもとづき１段階“食形態アップ”する場合の対応の目安

を示しています。なお、フローチャートの結果にかかわらず“食形態アップ”したい、不安がある、判断できない場合などは、嚥下造

影検査、嚥下内視鏡検査を受けることをご検討ください。 

摂食嚥下障害への基本的な対応 

フローチャート（Ｐ２）へ 

□判断が難しい 

表４の基準を満たさない 

□表３に該当項目があるand⁄or 

□表３に該当項目なしand 

8） 

□食形態アップ不可と判断 

□食形態アップ可と判断 

“食形態アップ”ができるのではないかと感じることがある 

 

１段階“食形態アップ” 

は可能です 

２－１ “食形態アップ”する場合の基本的な対応フローチャート 

 

役割分担例 

医療職 

表３“食形態アップ検討時のチェックポイント” 

□発熱の有無 □呼吸状態、呼吸音 □排痰量 □むせの有無（食事中、食後） 

□咳の有無（特に夜間） □声（声がかすれる等） □嚥下後の口腔内残留 

□飲み込みづらい、のどの残留感、食事をすると疲れる等の訴え □体重減少 

(５)１段階“食形態アップ”した食物 

の量や摂取頻度等の調整 Ｐ13  

表４“食形態アップの基準” 

摂食時間が３０分以内で、７割以上 

摂食が３日間（又は９食）以上つづ 

いたとき 

医療機関の受診 

嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査を受けることをお勧めします 

  →「宮城県内の摂食嚥下障害に対応可能な病院一覧」 

（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/rehabili/sigen.html） 

 

(２)“食形態アップ”の可否を評価 Ｐ12  

咀嚼能力、全身状態、認知機能、食物による窒息事故のリスクも含めて検討 

医師・歯科医師 

食形態は変更 

しません 

医療職 

(4)さらに量や摂取頻度を段階的に増やして提供 Ｐ13  

量や摂取頻度を変更したら、下記の表３及び表４で評価  

□表３に該当項目なしand表４の基準を満たしている 

(６)１段階“食形態アップ”した 

食事を３食⁄日提供 Ｐ14  

下記の表３及び表４で評価  

□表３に該当項目があるand⁄or 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/rehabili/sigen.html

